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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた水道料金に係る対応について 

 

 水道行政の推進につきましては、日頃から格別の御協力をいただき、御礼申し

上げます。 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、人や物の動きが停滞し、事業活動を

縮小せざるを得ない事業者、離職や収入の減少等により生活に不安を感じておら

れる方々の存在が懸念されています。 

 令和２年３月18日に開催された「新型コロナウイルス感染症対策本部」におい

て、「生活不安に対応するための緊急措置」が決定され、「新型コロナウイルス

感染症の影響により、電気料金等の公共料金（上水道・下水道、NHK、電気、ガ

ス及び固定電話・携帯電話の使用料）の支払が困難な事情がある者に対しては、

その置かれた状況に配慮し、支払の猶予等、迅速かつ柔軟に対応するよう要請す

る。」こととされたところです。 

 一方、各水道事業者におかれましては、「生活困窮者自立支援制度担当部局と

の連絡・連携体制の構築等について」（平成31年３月29日付け薬生水発0329第１

号。厚生労働省医薬・生活衛生局水道課長通知）等に基づき、生活困窮者に対し

て料金未払いによる機械的な給水停止を回避する等の柔軟な対応をしていただい

ているものと認識しております。 

 つきましては、各水道事業者におかれましては、新型コロナウイルス感染症の

影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金・総合支援資金の特

例貸付の貸付対象者をはじめ、一時的に水道料金の支払に困難を来している者を

対象として、上記貸付対象者であることの確認や必要に応じて戸別訪問等を実施

することにより、その置かれた状況に配慮した支払い猶予等の対応や料金未払い

による機械的な給水停止の回避等、柔軟な措置の実施を検討いただきますようお

願いいたします。 

 各都道府県におかれましては、貴管下の都道府県知事認可の水道事業者に対し

て、本件を周知いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 なお、本通知は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の４第１項の規

定による技術的な助言であることを申し添えます。 


